
議案第 20号 

 

   三朝町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術の共同化に関する 

事務の委託に関する規約を制定する協議について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 14第１項の規定により、次のとおり三

朝町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術の共同化に関する事務の委託に

関する規約を制定する協議をすることについて、同条第３項において準用する同法第 252

条の２の２第３項の規定により、本議会の議決を求める。 

   

平成 29年３月８日 

 

                      三朝町長 吉 田 秀 光   

 

 

 

 

 

三朝町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術の共同化に関する 

事務の委託に関する規約 

 

（委託事務の範囲） 

第１条 三朝町（以下「甲」という。）は、地方公共団体における情報通信技術の共同化（以

下「自治体ＩＣＴ共同化」という。）に関する次に掲げる事務の一部（以下「委託事務」

という。）を鳥取県（以下「乙」という。）に委託する。 

 (１) 情報システムの標準化及び共同化に関する事務 

 (２) 情報システムの運用上の安全性の確保に関する事務 

 (３) 情報通信技術に関する業務に対応できる職員の育成に関する事務 

（経費の負担及び予算の執行） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、こ

れを乙に交付するものとする。 

２ 前項の経費の額及び交付の時期は、鳥取県知事（以下「知事」という。）が、三朝町長

（以下「町長」という。）と協議して定める。この場合において、知事は、あらかじめ、

委託事務の管理及び執行に要する経費の見積書及び事業計画書を町長に送付しなければ

ならない。 

第３条 知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出

予算において、委託事務の管理及び執行に要する経費、甲以外の者から受託した自治体Ｉ

ＣＴ共同化に関する事務に要する経費及び乙の自治体ＩＣＴ共同化に関する事務に要す

る経費を合算して計上するものとする。 



第４条 知事は、各年度において、前条の予算のうち委託事務の管理及び執行に要する経

費に残額がある場合においては、これを翌年度における甲の委託事務の管理及び執行に要

する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、知事は、当該繰越

金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに町長に提出しなけれ

ばならない。 

（決算の場合の措置） 

第５条 知事は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第６項の規定により決算

の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するもの

とする。 

（委託事務を廃止する場合の措置） 

第６条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、

廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴

って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。 

（条例等改正の場合の措置） 

第７条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を変更し

ようとする場合においては、知事は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。  

第８条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部が改正さ

れた場合においては、知事は、直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。 

（雑則） 

第９条 本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲

乙協議して定めるものとする。  

      附 則 

 この規約は、平成 29年４月１日から施行する。 

 


